
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種別 受験者数 合格者数

理学療法士
国家試験受験資格

② 33人 27人

人 高度専門士の称号 33人
人 大学院受験資格取得 33人
人
％

■卒業者に占める就職者の割合

％

7 名 4.7 ％

土佐リハビリ
テーションカレッジ

平成4年6月22日 宮本　謙三
〒781-5103
高知県高知市大津乙2500-2

（電話） 088-866-6119
設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人
土佐リハ学院

平成4年6月22日 大﨑　博澄
〒781-5103
高知県高知市大津乙2500-2

（電話）

医療 医療専門課程 理学療法学科
平成17年文部科学省

告示第170号

学科の目的

（別紙様式４）

令和4年7月31日　※１
（前回公表年月日：令和3年7月31日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

医学的・社会的・教育的・職業的な近代リハビリテーション理念のもと、高い倫理観と人間性を身に付け、修得した高度な知識・技術をもって対象者の
方々から信頼され親しまれる医療専門職の育成を目指す。

088-866-6119
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成28年 2月19日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

0単位 2単位
単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

4 昼間
140単位 99単位 15単位 24単位

学期制度
■前期：4月1日～9月30日
■後期：10月1日～3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
学則に基づき試験その他の審査により、A、B、C及びDとす
る。A、B及びCを合格とする。

160人 137人 0人 9人 132人 141人

長期休み

■学年始：4月1日
■夏   季：8月1日～8月31日
■冬   季：12月24日～1月6日
■学年末：3月21日～3月31日

卒業・進級
条件

卒業条件：4年の修業年限を満たし、140単位を修得した者
進級条件：2年次への進級は、1年次配当科目の内、未修得科目
が5科目以内の者。3年次への進級は、1.2年次配当科目の内、未
修得科目が臨床評価実習を除く3科目以内の者。4年次への進級
は、1年次から3年次までの配当科目の内、未修得科目が臨床総
合実習Ⅰを除く１科目以内の者。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 香南市運動啓発事業、河川一斉清掃

地元高齢者の健康増進活動
ボランティア活動の推進

学生支援室を含めた学習支援
保護者面談

■サークル活動： 有

いずみの病院、近森病院、田中整形外科病院、白菊園病院、高知
病院、藤田医科大学病院、福山リハビリテーション病院、伊予病
院、鶴見緑地病院、船橋整形外科病院、湘南記念病院　他

（令和３年度卒業者に関する令和４年５月１日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当する
か記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの

③その他（民間検定等）

■自由記述欄
福祉住環境コーディネーター、漢字検定、防災士、認知症サ
ポーターの取得を積極的に推奨

： 79
■その他

就職率は開校以来29年連続100％
主な就職先は、高知県内および中四国、近畿、関東地方などの医
療施設

■就職者数 26

（令和3年度卒業者に関する令和4年5月1日時点の情報）

令和3年4月1日時点において、在学者146名（令和3年4月1日入学者を含む）

令和4年3月31日時点において、在学者139名（令和4年4月1日卒業者を含む）

■中途退学の主な理由
進路変更・就職、学業不振、学校生活不適応

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.tosareha.ac.jp/

■就職率　　　　　　　　　： 100

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容
求人情報の取得と配信
就活セミナーと就職説明会の開催
就職試験の受験手続と対策（面接・小論文・一般教養試験など）

■卒業者数 33
■就職希望者数 26

■主な就職先、業界等（令和元年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等

■中退防止・中退者支援のための取組
担任教員によるアドバイス、学生支援室での学習支援や学生生活相談

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　無

■専門実践教育訓練給付：　　　　　非給付対象

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　有
一般社団法人リハビリテーション教育評価機構認定校（平成31年3月31日認定）
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（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。



種別

①

①

②

②

③

③

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針

・臨床実習教育等の段階的実施
臨床実習病院や医学教育機関と連携し、教育課程の進行に応じた授業内容を工夫する。1年次においてはリハビリテー
ション専門病院の見学実習および国立大学医学部での人体解剖見学実習。2年次では臨床実習病院での臨床評価実
習。3年次～4年次では臨床総合実習を配し、3か所の機能の異なる実習病院等で多様な理学療法を習得し実践する。
・多様な臨床教育施設の整備
臨床実習教育に際しては、特定機能病院（大学病院）、総合病院、老人病院、小児病院、および老人福祉施設等、多様な
医療・福祉施設を連携機関として確保し、学内授業内容とリンクした実践的臨床指導が展開できるよう努力する。
・実習教育指導者会議の開催
年に一度、臨床実習指導者を集め、指導方法の問題点や評価方法の改善等、臨床教育の質の向上に向けた会議を実施
する。
・学校教員の訪問指導
学生の臨床実習期間には必ず学校教員が病院・施設を訪問し、学生ならびに指導者との意見交換を実施し、指導内容の
確認・修正等、相互に連携した教育を展開する。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け

実践的、専門的な職業教育を行うため、医療機関や職能団体等と連携し教育の質の向上を図る。そのため、医療機関や
職能団体等より委員を招聘し、業界の現状や臨床現場の求める人材、専門知識や技術等の取得について指導助言を受
け、授業科目や指導法について改善して教育の質の向上を図る。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

一圓　智加 医療法人地塩会　南国中央病院　作業療法課主任
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

白木　幸子 一般社団法人　高知県作業療法士会　理事
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

椛　秀人 高知大学　医学部生理学講座　名誉教授
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

大迫　洋治 高知大学　医学部解剖学講座　准教授
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

小笠原　正 社会医療法人近森会　リハビリテーション部長
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

宮本　祥子 土佐リハビリテーションカレッジ　理学療法学科長
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

令和4年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期

大畑　剛 公益社団法人　高知県理学療法士協会　副会長
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

井上　佳和 土佐リハビリテーションカレッジ　教務部長

令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

宮本　謙三 土佐リハビリテーションカレッジ　校長
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

竹林　秀晃 土佐リハビリテーションカレッジ　副校長

（開催日時）
第１回　　　　未定
第２回　　　　未定

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
本校における現行の教育課程は平成21年度から運行している。以来、今日までの間には本校入学学生の資質や理学療
法士および作業療法士を取り巻く社会情勢が大きく変化してきていることから、本校においても教育課程の見直しが必要
な状況にある。そこで、近い将来に予定している新しい教育課程のために本校の教育課程編成委員会では、過年度の教
育成果の確認、教育課程の編成方針の検討を行っている。また、教育課程編成に密接に関係する厚生労働省理学療法
士作業療法士学校養成施設指定規則の改定や文部科学省専門職大学開設授業科目規定の情報も収集し、教育課程の
編成作業にも活かしている。

片岡　聡子 土佐リハビリテーションカレッジ　作業療法学科長
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

教育課程編成会等の規則に基づき開催する。（年間２回以上）

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

臨床実習指導者の下、実際の患者や障害者などに対して評価および治療を実施することにより、基本的な評価や治療の
技術を養う。また評価から治療および効果検証までの理学療法プロセスを展開する力も育成する。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容

臨床評価実習、臨床総合実習ⅠおよびⅡに関する教育目標や方法などを示す実習の手引きを実習施設に配布し、教育
目標と方法を周知させる。また、臨床総合実習ⅠおよびⅡの実施前には教員とそれらの臨床実習の指導者により、実習
指導者会議を開催する。実習期間中には教員が実習施設を訪問し、実習指導者から実習の進捗状況や実習生の課題な
どを聴取し、必要に応じて学生指導や実習指導者との協議も行う。成績評価および単位認定は、実習指導者の評点や症
例レポートおよび症例発表の成果を基に行う。



科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

臨床評価実習

理学療法士として必要な情報の収集から障害像の把握、
そして問題点の抽出までを実習範囲とする。この実習を通
して理学療法評価のプロセスと基本的評価技術を系統的
かつ段階的に経験し、障害評価の基本的理解と実践力を
身につける。

高知大学医学部附属病院、いず
みの病院、近森病院、田中整形外
科病院、内田脳神経外科（他22施
設）

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

臨床総合実習Ⅰ
学内外で修得した知識と技術を、実習の対象者に応用し、
将来理学療法士として対象者に接する際に必要な基本的
知識、技術、態度を身につける。

高知県立あき総合病院、南国中央
病院、近森リハビリテーション病
院、愛宕病院、細木病院（他33施
設）

臨床総合実習Ⅱ
学内外で修得した知識と技術を、実習の対象者に応用し、
将来理学療法士として対象者に接する際に必要な基本的
知識、技術、態度を身につける。

高知赤十字病院、近森オルソリハ
ビリテーション病院、高知西病院、
国立病院機構高知病院、高知県
立幡多けんみん病院、（他60施
設）

医療機関等と連携した研修については、これまで主に公立病院および民間病院への教員派遣による実務研修を実施して
いる。また、自治体との連携のもと発達障害児の指導等にも研修領域を広げている。

②指導力の修得・向上のための研修等

研修会や学会への参加については、毎年数多くの学会参加や研究発表の実績があり、確実に教員の資質向上につな
がっている。そして、学位取得の推進についても、博士および修士の学位取得が進み、学生教育への還元がなされてい
る。なお、こうした資質向上には本校の規定に基づき教育研究費の支給および大学院学費補助がなされている。

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

医療機関との連携による教員研修については、学科の年次計画に基づき継続的に実施する。

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

教員の資質向上を目的として、各種研修を積極的に計画し受講を推奨すると同時に、教員による研究を推進し学生教育
に還元するため、独自の助成制度を設け支援する。具体的には、①連携医療機関等への教員派遣による臨床現場と連
携した実務研修、②職能団体等の開催する各種研修会・講習会の受講、③関連学会等への参加・発表、④大学院での学
位取得などを通して、積極的な自己研鑽を行うこととする。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標
1-1 理念・目的・育成人材像は、定められているか
1-2 理念等の達成に向け特色ある教育活動に取組んでいるか
1-3 社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いているか

（２）学校運営

2-4　理念等に沿った運営方針を定めているか
2-5　理念等を達成するための事業計画を定めているか
2-6　学校運営のための組織を整備しているか
2-7　人事・給与に関する制度を整備しているか

②指導力の修得・向上のための研修等

学会参加についても各専門領域の最新の知見を取得すべく、計画的に研究を推進する。本校の研究費助成制度等につ
いても引き続き実施し支援していく。

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

本校の教育活動や学校の運営について、学校関係者評価委員を設置し、委員の助言や意見を聞き、専門分野の知見を
生かした学校評価を積極的に行い、これを踏まえて次年度の教育活動および学校運営の課題等について組織的かつ継
続的な改善に取り組むとともに、評価結果を学校ホームページで公表する。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

（３）教育活動

3-8　学科毎に修業年限に応じた教育到達レベルを明確にしているか
3-9　教育課程について外部の意見を反映しているか
3-10　授業評価を実施しているか
3-11　成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運用しているか
3-12　教員の資質向上への取組みを行っているか

（４）学修成果
4-13　就職率の向上が図られているか
4-14  国家試験合格率の向上が図られているか
4-15　卒業生の社会的評価を把握しているか

（５）学生支援

5-16　退学率の低減が図られているか
5-17　学生相談に関する体制を整備しているか
5-18　学生の健康管理を行う体制を整備しているか
5-19　課外活動に対する支援体制を整備しているか
5-20　保護者との連携体制を構築しているか



種別

企業等委員

企業等委員

  専門家等
     委員

卒業生委員

卒業生委員

高等学校等
     委員

保護者委員

小笠原　正 社会医療法人近森会　リハビリテーション部長
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

一圓　智加 医療法人地塩会　南国中央病院　作業療法課主任
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

岡　里香 高知県文化生活スポーツ部　私学・大学支援課長
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

（６）教育環境

6-21　教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育用具等を整備
しているか
6-22　防災に対する組織体制を整備し、適切に運用しているか
6-23　学内における安全管理体制を整備し、適切に運用しているか

（７）学生の受入れ募集
7-24　学生募集を適切、かつ、効果的に行っているか
7-25　入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか
7-26　入学選考に関する実績を把握し、授業改善等に活用しているか

（８）財務

8-27　教育目標との整合性を図り、単年度予算、中期計画を策定して
いるか
8-28　予算及び計画に基づき、適正に執行管理を行っているか
8-29　私立学校法及び寄附行為に基づき、適切に監査を実施している
か
8-30　私立学校法に基づく財務情報公開体制を整備し、適切に運用し
ているか

※（１０）については任意記載。

（３）学校関係者評価結果の活用状況

・学校運営への活用
学校関係者評価委員会で得られた意見は学内諸会議の中で共有され、学校運営に際しての新たな目標として位置付け
られる。特に、外部委員を含む評価委員会からの意見は貴重な提言があり、年度内に開かれる次回の学校評価委員会
の中で、その達成状況や改善状況が報告・議論される予定である。具体的には、国家試験合格率や進級率等の数値目
標に対する対応策、およびその結果検証、学校情報の発信ツールの多様化への対応等、積極的な活用が進んでいる。
・評価結果および対応策の公開
学校関係者評価委員会での意見、および学校運営への活用等を広く公開することで、透明性の高い開かれたシステムに
なる。これまでも学校評価および授業評価アンケートの結果を公表してきたが、議論の概要や対応策を公開することで、よ
り一層信頼される健全な学校運営が可能になる。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
　　　令和4年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守

9-31　法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を行っ
ているか
9-32　学校が保有する個人情報保護に関する対策を実施しているか
9-33　自己評価や学校関係者評価の実施体制を整備し、評価を行っ
ているか
9-34　自己評価結果や学校関係者評価結果を公表しているか
9-35　教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか

（１０）社会貢献・地域貢献

10-36　学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を行っている
か
10-37　学生のボランティア活動を奨励し、具体的な活動支援を行って
いるか

細田　里南 高知大学医学部附属病院　リハビリテーション部　技士長
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

政岡紗矢香 土佐リハビリテーションカレッジ　後援会会長
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

北村　剛 細木病院　医療技術部　精神作業療法室
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
ホームページ
URL::https://www.tosareha.ac.jp/

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

濱川　美香 高知県立丸の内高等学校　進路指導部長
令和3年5月1日
　～令和5年4月30日（2年）

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

・広くて正確、かつ迅速な情報発信
企業等への本校の情報発信は、可能な限り広く、早く、的確に行う必要がある。特に教育課程に関わる連携病院について
は、学生情報も含めより緊密な情報交換を行う。
・学校関係者間の情報提供における相互性拡大
学校から企業へ、企業から学校へ、さらには職能団体や行政、高等学校等へと情報共有網を出来るだけ広げ、求められ
る人材像を共有することで、相互の信頼性を高めていく。
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（２）各学科等の教育

2-4　  入学定員数
2-5　  カリキュラム
2-6  　資格取得の実績
2-7  　主な就職先

（３）教職員 3-8　  教職員の組織

（４）キャリア教育・実践的職業教育 4-9　  就職支援等への取組支援

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画
1-1　  学校の教育目標及び特色
1-2  　校長名、所在地、連絡先等
1-3　  学校の施設・設備・学習環境

（３）情報提供方法

URL::https://www.tosareha.ac.jp/

（８）学校の財務
8-14　事業報告書・貸借対照表・資金収支計算書・消費収
            支計算書・監査報告書

（９）学校評価
9-15　自己評価・学校関係者評価の結果
9-16　評価結果を踏まえた改善方策

（５）様々な教育活動・教育環境 5-10　課外活動

（６）学生の生活支援 6-11　学生支援への取組状況

（７）学生納付金・修学支援
7-12　学生納付金の取り扱い
7-13　活用できる経済的支援措置の内容等

ホームページ
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○ 人間科学概論

この授業では人間文化の特徴を身体に注目
しながら考えることを通じて、将来リハビ
リテーションのなかで人間の身体を扱う職
業人としての知識・教養を養う。担当教員
の講義だけでなく、適宜グループワークな
ど受講生が主体的に関われる機会を設けて
授業を進める。

1
前

30 2 ○ ○ 〇

○
社会福祉学概
論

社会福祉の概念、法制、方法、動向などの
基礎知識を習得する。さらに、具体の事例
から、社会福祉の対象者が直面する「暮ら
しづらさ」とそれを支える社会福祉援助活
動について考察することにより、実践科学
としての社会福祉について理解を深める。
講義を中心に展開するが、12回、13回はグ
ループ演習を予定する。

2
後

30 2 ○ △ ○ 〇

○ 日本語表現法

レポート作成から論文作成まで、段階的に
学んでいく。また間違った使われ方をして
いる日本語表現（ら抜き言葉やさ入れ言葉
など）などにも触れ、日本語と外国語との
比較や異文化についても授業で扱う。

1
後

30 2 ○ ○ 〇

○ 保健用語

医療スタッフの一員として他職種と議論を
行うために知っておくべき一般医学用語
と、リハビリテーション医学分野の対象疾
患や障害を理解する上で重要な医学用語を
学習する。授業では用語の学習と同時に疾
患の概要や病態生理の知識も整理する。

1
後

30 2 ○ ○ ○

○ 基礎英語

医療現場・リハビリテーション現場で必要
と思われる定型表現を身につけることが目
的である。講義では、定型表現に使われて
いる初歩的な文法を再学習し、応用表現も
練習する。また、医療に関する基本的な専
門用語も覚え、発音できるように練習す
る。

1
前

30 2 ○ ○ ○

○ 医学英語

リハビリテーション医学分野で頻出する専
門英語を和語、英語両面から表現し、解説
できることが第一の目標である。また、英
語の学習を通して障害や疾患についての概
要や病態生理の知識を整理する。

2
前

30 2 ○ ○ ○

                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

授業科目等の概要

（医療専門課程理学療法学科）令和3年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
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学
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授業科目等の概要

（医療専門課程理学療法学科）令和3年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

○ 医療統計学

統計学とは「ばらついている情報を客観的
に分析し、評価する学問」と言われてい
る。理学療法士にとっては、研究論文を読
む際や作成する際に不可欠な知識となる。
この授業では理学療法士に必要な統計学の
基礎知識と基本的統計処理の実践力を身に
付けることを目的に講義や演習を行う。

1
後

30 2 ○ △ ○ ○

○ 情報処理入門

基本的なパーソナルコンピュータ（PC）の
操作を習得するだけでなく、学術的活動で
のPCの活用などの学習を行う。またPCを利
用した測定評価機器の解析なども行う。

1
前

15 1 ○ ○ ○

〇
医療コミュニ
ケーション論

コミュニケーションの基礎技術を身につ
け、プロとしての人間関係を築いていける
よう、医療サービスマインド論をベースと
した技術について学んでいく。

1
前

15 1 〇 〇 〇

○ 保健体育

日常的で行い易い運動や非日常的で行い難
い運動に取り組み、自由自在に行える心地
よさや楽しさを味わったり、思い通りにな
らない自己の身体に出会った時の不安感や
もどかしさを感じたりする体験を通して、
運動と身体との関りについて学習する。

1
前

30 1 ○ ○ 〇

○
人体の構造機
能入門

この科目は並行して開講されている科目
「人体の構造Ⅰ」と「人体の機能Ⅰ」を補
完するものとして位置づけている。解剖学
と生理学の勉強を始めるにあたり助けとな
る骨・筋・神経系の初歩的事項について学
ぶ。

1
前

15 1 〇 〇 〇

○ 人体の構造Ⅰ

人体を構成する細胞および4つの基本組織に
ついて学習し、これらによって成り立って
いる骨、筋および神経系（特に末梢神経
系）の構造について具体的に理解する。
骨、筋、神経は運動において密接に関与し
合っていることを理解する。

1
前

45 3 ○ ○ 〇

○ 人体の構造Ⅱ

中枢神経系の構造について学習し、運動お
よび感覚情報がどのように伝導されるか理
解する。さらに、内臓についても学習す
る。構造物の名称を正確に覚えることはも
ちろんのこと、それぞれの構造物が機能を
発揮するために都合のよい形に分化し、互
いに協調し合って、体全体の機能を担って
いることを理解する。

1
後

45 3 ○ ○ 〇
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○ 人体の機能Ⅰ

リハビリテーションに深く関わる動物性機
能（神経、感覚、運動などのように生命を
活用する働き）について学ぶ。近年、脳卒
中によって手足が麻痺になっても、リハビ
リテーションによって運動機能が回復する
メカニズムが神経可塑性で説明できるよう
になったが、この代表例をあげ説明する。

1
前

45 3 ○ ○ 〇

○ 人体の機能Ⅱ

植物性機能（血液循環、呼吸、消化吸収、
内分泌などのように生命を維持する働き）
が多くの分子群や細胞群の働きと、その相
互作用によって、さらにはそれらが作り上
げる器官や個体レベルの働きによってどの
ように統御され、全体としてホメオスター
シス（恒常性）を維持しているかについて
講義する。

1
後

45 3 ○ ○ 〇

○
人体の構造機
能演習

この科目は並行して開講されている科目
「人体の構造Ⅱ」と「人体の機能Ⅱ」を補
完するものとして位置づけている。機能に
ついては内分泌系、消化と吸収、呼吸・循
環について、構造については四肢・体幹筋
の構造と作用について学ぶ。

1
後

15 1 ○ ○ ○

○ 脳科学概論

本講義では脳のはたらきを正しく理解する
ことを目指し、脳や神経細胞の構造、機能
の基本的特性を学ぶ。また、知覚、認知、
運動など、私たちの生活に関わる脳の各機
能の処理過程についても学ぶ。さらに、
脳・機械インタフェースなど、脳に関する
最新の研究トピックスも適宜紹介する。

1
後

30 2 ○ ○ 〇

○ 人間発達学

人間の生涯にわたる発達的変化を心理、運
動、形態などの面から概観する。発達心理
学の領域ではエリクソンの発達理論を軸に
展開し、運動発達や形態的変化については
乳幼児期を中心に詳しく講義する。また、
理学療法士や作業療法士に必要な発達検査
や発達障害についても触れる。

1
前

30 2 ○ ○ ○

○
運動学Ⅰ（総
論・下肢）

運動学とは、身体の運動に関する仕組みを
研究する学問であり、人体がおこなう種々
の動作を運動として把握し、分析する学問
である。この科目では、その理解のための
基礎となる力学、身体構造について学び、
後半では下肢の運動学的事項を学んでい
く。1年生後期に履修する運動学Ⅱとあわせ
ることで四肢・体幹を含む身体各部の運動
学的知識を深めていく。

1
前

30 2 ○ ○ ○
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○
運動学Ⅱ（上
肢・体幹）

運動学とは、身体の運動に関する仕組みを
研究する学問であり、人体がおこなう種々
の動作を運動として把握し、分析する学問
である。この科目は1年生前期に履修する運
動学Ⅰとあわせることで身体各部の運動に
ついての運動学的知識を深めていく。

1
後

30 1 ○ ○ ○

○ 運動学実習
運動学Ⅰ、Ⅱで学修した事項について、実
習形式にてさらに理解を深めることを目的
としている。

1
後

30 1 〇 ○ 〇

○ 体表解剖学

1年次に得た人体の構造に関する知識を理解
に深めるものである。理学療法士は患者に
対して非侵襲的に（皮膚の上から）治療し
ていく職業であり、各組織を触察できる能
力が不可欠であり、それについて学ぶ。理
学療法士として必要な骨・筋・神経・動脈
などの触察の必要性と、基本的な触察技術
を身につけることを目的としている。

2
前

30 1 ○ ○ ○

○ 運動生理学

運動生理学は「運動によって身体にどのよ
うな変化が生ずるのか、その現象と仕組み
を研究する学問」と言われている。一方、
Physiotherapyの「Physio」は生理学との関
係を表す接頭語であり、Physiotherapyは運
動等の物理的刺激の適用により生体の生理
的反応を期待する治療とされている。よっ
て、運動生理学は理学療法士にとって基盤
となる重要な学問の一つである。そこで、
この授業では運動に関係する身体の各器官
系とそれらの運動時の反応を中心に学習す
る。

2
後

30 2 ○ ○ ○

○ 神経生理学

1年次で履修した「人体の構造」と「人体の
機能」を基盤に、理学療法と関連性の深い
神経生理学の基本的領域を復習する。同時
に臨床症状の神経学的理解を深め、理学療
法への応用についても言及する。

2
前

30 2 ○ ○ ○
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○ 病理学

病理学は、種々の疾患あるいは病気の本態
を主として形態学的立場から明らかにし論
じるものである。講義により疾患の形態学
的変化を中心に、機能面にも考慮しながら
疾患の概念や病態を理解させるとともに、
病変と臨床事項との関連が考慮できるよう
に指導する。様々な疾患の概念や病態を充
分理解するため、疾患を主要項目に分け、
それぞれの疾患・病態にみられる病理所見
についての、病因、成立機序、病態、合併
病変、経時的変化や転帰について概説す
る。さらに疾患の原因については、病因論
により疾患の成り立ちとの関連に重点をお
いて講義を行う。

1
後

30 2 ○ ○ 〇

〇 病理学演習
病理学の学習内容のポイントを演習形式で
復習することにより、病理学に対する理解
を深め知識の定着を図る補完科目である。

1
後

15 1 〇 〇 〇

○ 内科学

理学療法の対象は運動器及び神経系の障害
から呼吸循環器系、代謝系、泌尿器系など
の内部障害にまで急速に拡大している。こ
のようなリハビリテーション医療の傾向を
鑑みて内科系疾患の病態、診断、治療を講
義し、セラピストに不可欠な知識を教授す
る。

2
前

30 2 ○ ○ 〇

○ 整形外科学

整形外科学は、骨・関節・靭帯・腱・筋肉
といった運動に関与する器官（ motor
organ）の疾患や外傷を扱う医学であり、変
形性関節症や骨折がその代表である。リハ
ビリテーション医療における対象者は、運
動器に機能構造障害を有している場合が多
く、それが一因となり活動制限や参加制約
に陥っている。セラピストがこのような対
象者の病状を理解し、障害像を把握した上
で理学療法を適切に展開するためには整形
外科学の知識は不可欠となる。よって、リ
ハビリテーション医療に直接携わる理学療
法士に必要な整形外科学を習得するための
講義を行う。

2
前

30 2 ○ ○ ○
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○ 精神医学

精神医学は精神障害を取り扱う医学の分野
である。精神医学の症状、所見、経過、予
後、治療に対する反応性などを統合して、
障害の解明と合理的な治療・予防症の発達
を目指すものである。

2
前

30 2 ○ ○ 〇

○ 小児科学
小児科学全般について網羅的にまとめて学
習する。

2
後

30 2 ○ ○ 〇

○ 神経内科学

本講義では、まず神経系の解剖と生理を学
びながら神経疾患の性質診断と部位診断と
いう基本的アプローチを身につける。その
後、脳血管障害、変性疾患、感染症疾患な
どの各論の治療法・予後についての理解を
深める。生きた材料を見るために、講義中
にはDVDを多く使用する。

2
後

30 2 ○ ○ 〇

○ 臨床心理学

臨床心理学は人間の心理的課題の分析、支
援、予防にかかわり、個人がよりよい適応
を目指し、より力を発揮できるように手伝
う事を目的とした実践的学問である。心理
的課題をいかにアセスメントし、仮説を導
き、介入していくかについて「臨床心理
学」と「心理臨床」の視点から解説する。

2
後

30 2 ○ ○ 〇

○
整形外科学演
習

必修科目である整形外科学で学ぶ運動器の
疾患や外傷の病態、症状、治療などのポイ
ントを演習形式にて復習することにより整
形外科学の基本的知識の修得を補助する。

2
前

15 1 ○ ○ ○

○
神経内科学演
習

本講義は同時期に並行して開講されている
「神経内科学」を補完する科目である。学
生にとって神経内科疾患は整形外科疾患に
比べるとイメージし難いことが多い。その
ため、本講義では主にメディア教材を活用
し、代表的な神経内科疾患のイメージを学
生に身に付けてもらう事を目的としてい
る。またそれらの教材を通して、医療従事
者としての心の成長も期待している。

2
後

15 1 ○ ○ ○
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○ 精神医学演習

理学療法士は主に身体面の障害に対してさ
まざまなアプローチを講じていく。しか
し、精神と身体は一体のものであり、精神
面の障害についての理解が深まることは、
対象者をトータルに診ることにつながる。
この科目では、精神医学領域の国家試験問
題をベースとしたドリル形式の問題を理解
していくことにより、同時期に開講される
精神医学の理解をより深めることを目的と
する。

2
前

15 1 ○ ○ ○

○ 栄養と薬剤

栄養状態の確認や、薬剤の効果や留意事項
を知っておくことは、最大限の理学療法効
果を得るために欠かすことはできない。こ
の科目では代表的なリハビリテーション対
象疾患を中心として栄養と薬剤を学んでい
く。

3
前

15 1 〇 ○ 〇

○
災害と救急救
命

近年、災害下でのリハビリテーション提供
も実施されるようになっている。また身体
に負荷を与えるトレーニングを指導する治
療場面において、状態急変時に対応できる
能力は必須といえる。この科目では災害と
救急救命について学んでいく。

3
前

15 1 〇 ○ 〇

○
リハビリテー
ション概論

本邦は人口構造の高齢化、慢性疾患の相対
的増加、医療・福祉・保健の需要増大の状
況に直面し、リハビリテーションの需要は
年々拡大の一途をたどっている。そのよう
な状況においてリハビリテーションを正し
く捉え理解するために、その思想と概念、
対象、方法論などを歴史的な変遷をふまえ
て概説する。また、リハビリテーションに
おける理学療法士・作業療法士の位置づけ
と役割、情勢などについても概説する。

1
前

30 2 ○ ○ ○
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○
リハビリテー
ション医学

リハビリテーション医学は、治療医学、予
防医学に次ぐ第三の医学ともいわれる。そ
こには疾病を対象とする治療医学とは異な
り、障害を対象にした医学的アプローチで
あるという特徴がある。この科目では、リ
ハビリテーション医学における診断と評
価、アプローチ方法、そして理学療法や作
業療法の役割を概説し、主な対象障害の特
性と介入法について講義する。

1
後

30 2 ○ ○ ○

○ 医療倫理学

私達はリハビリテーションの対象者の生活
に関わる重い責任を負っている。ひとりひ
とりが高い倫理観をもつセラピストになる
ために、様々な事例などを通して医療を受
ける、提供するとはどのようなことである
かを常に考える習慣を身につける。

1
前

15 1 ○ ○ ○

○ 作業療法概論

理学療法と歴史的にも内容的にも最も近い
職種のひとつである作業療法に関して、作
業活動が人間にもたらす意味と治療的効果
について学ぶ。同じリハビリテーション
チームの職種として、作業療法士が担う役
割について理解し、チームアプローチを効
果的に行うことができる知識を身に付け
る。

3
前

15 1 ○ ○ 〇

○
理学療法概論
Ⅰ（総論）

理学療法概論Ⅰは、入学後初めて受ける専
門科目の一つである。後期に配当されてい
る理学療法概論Ⅱと連動した科目である。
理学療法に関する入門科目として、その概
略を理解するため理学療法歴史から評価方
法までを広く解説し、社会全体における理
学療法の役割について理解する。理学療法
士を目指す4年間の学習の動機づけにつなげ
ていく。

1
前

30 1 ○ ○ ○

○
理学療法概論
Ⅱ（評価・治
療学）

前期の理学療法概論Ⅰで学習した理学療法
評価に続き、理学療法で用いる治療手段に
ついて学習する。なかでも運動療法は理学
療法の主要な治療方法であり、この運動療
法を中心に講義と実習を進めていく。そし
て運動療法を補完する物理療法や装具療法
についても基本的事項を学習する。また、
後半部分では理学療法の実際と倫理的側面
についても触れる予定である。

1
後

30 1 ○ △ ○ ○
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○
理学療法研究
法

理学療法の専門性、すなわち理学療法独自
の治療法や援助法を開発・発展させるため
には研究が不可欠である。よって、本校の
卒業生には専門職としての指向性がある程
度明確になった段階で、各自の勤務施設で
の懸命な業務に加え、研究活動にも取り組
んでほしいと願っている。そこで、この科
目では将来の研究活動への動機として「理
学療法セミナーⅠ（3年次）」と「卒業研究
（4年次）」に連動させることを前提に、ま
ず総論的に研究の方法論を概説する。そし
て、各論では学生が卒業研究時に活用する
ことの多い測定機器の概要を説明し、測定
演習を行う。

3
前

30 1 ○ △ ○ ○

○ 臨床実習入門

3年次後期の臨床総合実習を目前にする時期
に実習の受講に必要な事柄を教授する。ま
た、実習の意義、事前の学習レディネス、
望まれる理学療法士像などについて討議を
通して学生自身が考える機会を設ける。

3
後

30 1 ○ ○ ○

○
理学療法セミ
ナーⅠ（卒業
研究計画）

理学療法研究の手順を学ぶため理学療法学
科教員が担当するいずれかのゼミに所属す
る。4年次に取り組む卒業研究のための研究
計画書を作成するため、研究の過程を実際
に経験し研究の方法論を学ぶ。論理的思考
や自らの能動的な活動が望まれる。

3
前

30 1 ○ ○ 〇

○
理学療法セミ
ナーⅡ（国家
試験対策）

この科目では国家試験対策を行う。理学療
法学科教員が、過去の試験問題の傾向を分
析し、重要と考えられる事柄に関するキー
ワードを事前に学生に提示する。学生はそ
れを基にして担当領域の資料を作成し、授
業でその解説を行う。教員は学生が行う解
説について必要に応じて助言を与える他、
翌週に前週の授業のまとめと学習成果の確
認のための小テストを行う。

4
後

60 2 ○ ○ 〇 ○

○ 卒業研究

3年次の理学療法セミナーⅠと理学療法研究
法に連動している。担当教員の指導下、理
学療法セミナーⅠで作成した実験の計画に
基づき、データ収集、実施と口述発表と論
文作成のプロセスを経験する。

4
後

60 2 ○ ○ 〇
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○
理学療法管理
論

医療保険制度と介護保険制度を理解し、職
場管理に必要な能力を養うと共に、職業倫
理を高める態度を養うことを教育目標とす
る科目である。

3
後

15 1 〇 ○

○
理学療法教育
論

理学療法教育に必要な能力を養うことを目
的として開講される科目である。

3
後

15 1 〇 ○

○

理学療法評価
学Ⅰ（総論・
バイタル・形
態）

理学療法は評価に始まり評価に終わるとい
われ、理学療法にとって評価は欠くことの
できない重要な過程である。本講義では評
価を基盤として展開される理学療法の一連
の過程を把握することより、理学療法評価
の意義と目的を学習する。さらに、評価の
基礎となる医療情報収集と理学療法記録
（面接技法や診療記録記載方法など）を中
心に代表的な検査・測定法の概要を学習す
る。

1
後

30 1 ○ △ ○ ○

○
理学療法評価
学Ⅱ（ ROM・
感覚）

理学療法評価学Ⅱでは、理学療法評価の一
部分である形態評価について行う。形態評
価学は、理学療法評価上非常に重要であ
る。本講義は、四肢・体幹の身体計測や関
節可動域検査を中心にその概論と基本手
技、記録方法などを学習する。また、これ
らの検査測定時に必要なランドマークを中
心に視診・触診ができるように体表解剖学
も含めて学習する。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○

○
理学療法評価
学Ⅲ（筋力）

理学療法評価学では、筋力検査を学習す
る。人がスムーズで円滑な身体運動や姿勢
保持を行うことができるのは、神経系の命
令により筋が収縮した結果、関節が動いた
り、固定されたりすることにより成り立っ
ている。筋力低下は種々の原因で発生する
が、筋力を量的に測定する方法として徒手
筋力検査法（MMT）は理学療法士にとって大
変重要な検査法である。この講義では、健
常者をモデルにしてMMTを正確に実施できる
ことを目標とする。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○
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○
理学療法評価
学Ⅳ（神経・
画像評価）

理学療法を行う上で、まず行うことは患者
の評価であり、理学療法評価については1年
次で理学療法評価学Ⅰを履修してきた。本
講義はそれに続くものであり、具体的には
知覚検査、筋緊張検査、片麻痺機能検査、
バランス検査などを取り扱う。そしてその
評価方法のみではなく評価する機能の解剖
生理学的理解も深めていく事を目的とす
る。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○

○
理学療法評価
実習

この科目は、臨床評価実習を前に、基本的
評価技術の再確認と習熟、また技術習得を
通して周辺基礎知識を再確認することを目
的として開講する。評価項目をいくつかの
テーマにわけ、グループ単位で実技実習を
中心に学習を進めていく。

2
後

30 1 ○ ○ ○

○
理学療法評価
法演習

理学療法評価法の関連科目において学習し
た内容をもとに、実践に応用するための思
考過程を身につける科目である。暗記する
科目ではなく、なぜそのような評価を行う
のか、その結果はどう解釈すればよいの
か、といった考え方をトレーニングする。
後半は理学療法プログラムの立案に向けた
演習と実際の運動指導方法を討議する。

2
後

30 1 ○ ○ ○

○ 運動分析学

運動とは、姿勢（体位と構え）が時間的に
連続して変化したものであり、動作とは運
動によって具体的に行われるものである。
理学療法の主目的は、対象者における動作
の問題解決にあるが、そのためにはヒトの
運動を正確にとらえ分析できる能力が理学
療法士には求められる。本講義では、理学
療法場面で広く行われている動作分析の技
術向上のため、動作を構成する運動を的確
にとらえ記述できることを目的とする。そ
のため、健常成人の基本動作を実際に分析
しながら理解した上で、脳卒中及び整形外
科疾患症例を例に動作を分析しレポートを
作成する。

2
後

30 1 ○ ○ ○ ○
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○
運動療法学Ⅰ
（総論）

運動療法は、理学療法の中で主要な治療技
術である。運動療法とは「運動障害・予防
を運動そのものを用いて維持・改善するこ
と」である。本講義では、運動療法の歴
史・位置付け・目的・方法・適応について
学習し、各種運動療法技術の理論を中心に
学習を進める。

2
前

30 1 ○ ○ ○

○
運動療法学Ⅱ
（ 障 害 別 各
論）

運動療法は、理学療法の中で主要な治療技
術である。運動療法総論にて各種運動療法
の理論を学習するが、本講義は、各種運動
療法の理論を踏まえたうえで基本的な技術
の習得を目的に実習を中心に講義を展開す
る。

2
後

30 1 ○ △ ○ ○

○
物理療法学Ⅰ
（温熱・光線
療法）

物理療法とは電気、温・寒熱、水、光線、
力などの物理的エネルギーを生体に応用す
ることによって、その機能の活性化と恒常
性の維持・改善などを図る手法であり理学
療法場面でも用いられる。物理療法学Ⅰ
は、これらのうち温・寒冷、光線などを応
用した物理療法を理解していく。

3
前

30 1 ○ ○ ○

○
物理療法学Ⅱ
（電気療法）

物理療法とは電気、温・寒熱、水、光線、
力などの物理的エネルギーを生体に応用す
ることによって、その機能の活性化と恒常
性の維持・改善などを図る手法であり理学
療法場面でも用いられる。物理療法学Ⅱは
物理療法学Ⅰに続くもので、これらのうち
電気、水、力を応用した物理療法を理解し
ていく。

3
後

30 1 ○ ○ ○

○
装具療法学Ⅰ
（下肢）

装具療法は、理学療法の重要な治療手段の
一つである。運動療法との併用によって、
より高い治療効果を期待することができ
る。一方で、装具には傷病に応じた様々な
種類が存在し、それを的確に選択し、治療
に用いていくことが理学療法士には求めら
れる。装具療法学Ⅰでは、総論として理学
療法における装具療法の位置付け等を確認
するとともに、各論として下肢装具を中心
に取り上げる。なお、本科目は解剖・運動
学の知識と、臨床医学の基本的内容を必要
とするので、受講に向けて復習に努めるこ
と。

2
前

30 1 ○ ○ ○
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○
装具療法学Ⅱ
（ 上 肢 ・ 体
幹）

前期科目「装具療法学Ⅰ」に引き続き、各
論として医療用装具、体幹装具、靴型装
具、上肢装具を取り上げる。なお、本科目
は解剖・運動学の知識と、臨床医学の基本
的内容を必要とするので、受講に向けて復
習に努めること。

2
後

30 1 ○ ○ ○

○ 義肢学

四肢切断のリハビリテーションに必要な知
識と技術を学習する。切断原因、切断手技
を理解し、急性期からの理学療法、義肢装
着訓練について学び、義手、義足の種類、
ソケットの特徴、ソケットの適応判定、さ
らに切断端の評価から断端訓練、アライメ
ント調整、歩行訓練、応用動作訓練等につ
いては実習を取り入れながら学習する。ま
た、義肢処方から義肢完成までの過程、義
肢給付制度について理解し、切断者の社会
復帰までにおける理学療法士の役割と位置
づけについて教授する。

3
前

30 1 ○ △ ○ ○

○
義肢装具学演
習

義肢、装具に関する基本的知識を学ぶとと
もに、種類と構造、チェックアウト、最新
の義肢装具および試装着によりアライメン
トを理解する。ギプス採型。

3
後

15 1 ○ ○ ○

○
日常生活活動
学Ⅰ（総論）

障害を持つ人が尊厳を持ち自立した生活を
おくることはリハビリテーションの目標で
あるが、そのためには、当然のことながら
個々の対象者に適した日常生活活動の評価
や指導が必要となる。そこで、この科目で
は理学療法士が基本動作をどのように評価
し、またどのように指導していけばよいの
かについて力学的な観点も踏まえ、実習も
組み入れながら展開していく。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○

○
日常生活活動
学Ⅱ（障害別
各論）

障害を持つ人が尊厳を持ち自立した生活を
おくることはリハビリテーションの目標で
あるが、そのためには、当然のことながら
個々の対象者に適した日常生活活動の評価
や指導が必要となる。この科目では、対麻
痺・四肢麻痺者、慢性関節リウマチ者、人
工股関節術後のADLの特性とその指導方法、
生活環境の評価とその改善計画について知
識を深めていく。

2
後

30 1 ○ ○ ○
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○
神経障害理学
療法学Ⅰ（脳
卒中）

本講義では、神経疾患の中でも理学療法の
対象となることの多い”脳血管障害”につ
いて、講義する。講義内容は、脳血管障害
の病態、障害像、治療方法、理学療法評価
法、脳卒中に対する理学療法をできるだけ
ゆっくりと時間を掛けながら説明してい
く。また、実際の臨床で働いていけるよう
理学療法の実技もできる限り行っていく。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○

○
神経障害理学
療法学Ⅱ（神
経筋疾患）

神経障害理学療法学Ⅰでは、神経疾患の中
で理学療法の対象となる頻度が多い”脳血
管障害”について、その疾患の病態から理
学療法について学習した。本講義はそれに
続く科目で、理学療法士が対象とすること
が多い神経疾患のうち、脳卒中以外の疾患
を対象に、それらの疾患に対する病態から
理学療法について学ぶことを目的としてい
る。

2
後

30 1 ○ ○ ○

○
神経障害理学
療法学Ⅲ（脊
髄損傷）

中枢性運動麻痺をきたす代表的な傷病であ
る脊髄損傷の病態、評価、理学療法を理解
することを目的とする。ここでは外傷性脊
髄損傷による完全横断損傷を中心に教授す
る。

3
後

30 1 ○ ○ ○

○
発達障害理学
療法学

乳児の正常運動発達から、成熟した個体の
行動様式の獲得のされ方を理解する。これ
を基本とし、脳性麻痺の運動障害・理学療
法を学ぶ。授業後半には理学療法で治療対
象となることが多い、脳性麻痺以外の小児
疾患についても学ぶこととする。授業全般
にわたって小児理学療法の特殊性と療育の
理念を理解する。

3
後

30 1 ○ ○ ○

○
運動器障害理
学 療 法 学 Ⅰ
（下肢）

運動器障害理学療法学は2年次から3年次に
かけて履修するが、ここでは理学療法の対
象として多い骨折、変形性関節症について
取りあげ、これらの疾患に対する病態や整
形外科的な検査方法や治療法を解説すると
ともに理学療法評価やプログラムについ
て、実技も行いながら理解を深めていく。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○
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○
運動器障害理
学 療 法 学 Ⅱ
（上肢）

運動器障害理学療法学Ⅰに引き続き、理学
療法の対象となる代表的な整形外科疾患に
対する理学療法を学習する。講義は、教科
書・講義プリントを中心に進めていく。こ
こでは、肩関節疾患（肩関節周囲炎・腱板
断裂）、末梢神経損傷を取り上げ、これら
の疾患に対する基礎的学習や理学療法評
価、理学療法プログラムについて実技も含
めて理解を深めていく。

2
後

30 1 ○ △ ○ ○

○
運動器障害理
学 療 法 学 Ⅲ
（体幹）

運動器障害理学療法学Ⅱに引き続き、理学
療法の対象となる代表的な整形外科疾患に
対する理学療法を学習する。講義は、教科
書・講義プリントを中心にできるだけ動画
を利用しながら進めていく。ここでは、腰
痛症（腰椎椎間板ヘルニアなど）、頸椎疾
患（頸椎捻挫など）、関節リウマチを取り
上げ、これらの疾患に対する理学療法評価
やプログラムを実技も含めて理解を深め
る。

3
前

30 1 ○ △ ○ ○

○
スポーツ理学
療法学

整形外科学や運動器障害理学療法を背景
に、スポーツ理学療法の対象となる代表的
な整形外科疾患に対する理学療法を学習す
る。講義は、教科書・講義プリントを中心
に動画・スライド・実技等を利用しながら
進めていく。スポーツ障害の理学療法に対
する理学療法評価やプログラムだけでな
く、パフォーマンス向上のためのバイオメ
カニクスや運動制御・運動学習理論なども
含めて理解を深める。

3
後

30 1 ○ ○ ○

○
内部障害理学
療法学Ⅰ（呼
吸器）

呼吸系・循環系・筋代謝系の調和システム
を基盤に慢性呼吸器疾患の障害構造を解説
する。そして、その上で適用する評価法と
理学療法を理解し、指向性をもった検査測
定や治療および援助が行えるように専門的
知識と技術を修得する。

3
前

30 1 ○ ○ ○
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○
内部障害理学
療法学Ⅱ（循
環器）

高齢化が進んでいる現在、理学療法の対象
者も高齢者が増してきている。高齢者の多
くは不整脈を合併し、また既往歴に心筋梗
塞や狭心症などの心疾患がある場合があ
る。理学療法士が運動療法を施行する際、
運動療法施行時に出現する不整脈を判読す
ることはリスク管理の上で非常に重要であ
る。本講義は、心電図の基本から正常12誘
導心電図の波形の成り立ち、そして臨床の
場面で理解しておくべき不整脈の波形につ
いて教授したのち、急性期と回復期の心筋
梗塞の理学療法について教授する。

3
前

15 1 ○ ○ ○

○

内部障害理学
療法学Ⅲ（代
謝 ・ 腎 ・ が
ん）

糖尿病を代表とする代謝障害、腎不全など
の腎障害、がんに対する理学療法について
学習する。

3
前

15 1 ○ ○ ○

○ 医療機器概論

追加された教育目標「喀痰等の吸引」に対
応する科目となる。吸引に加え人工呼吸器
や超音波画像診断装置など最新の医療機器
について理解する科目である。

3
前

15 1 ○ ○ ○

○
理学療法技術
論

この科目は外部より講師を招き、運動療法
を中心とする理学療法の理論や技術の教
授、また理学療法関連領域の知識・技術に
ついての教授をおこなう。

3
前

30 1 ○ ○ ○

○
理学療法特論
Ⅰ （ 臨 床 思
考）

理学療法特論Ⅰ（臨床思考）では、理学療
法技術の歴史変遷を教授すると同時に、日
本および世界の理学療法技術の検証を行
い、実践的な理学療法技術の理論と基本手
技の概略を指導する。特に、疼痛・関節可
動域制限・筋力弱化の評価、評価の統合、
問題点の捉え方、目標設定、理学療法技術
に関しては、各疾患を通して教授する。理
学療法特論Ⅰ（内部障害）では、糖尿病を
中心とした内部障害の理学療法について紹
介していく。これらの疾患についての評
価・治療手技の選択にあたっては、病態の
理解が必要不可欠となることから、その部
分も含めて講義を展開していく。

3
前

15 1 ○ ○ ○



必
　
　
修

選
択
必
修

自
由
選
択

講
　
　
義

演
　
　
習

実
験
・
実
習
・
実
技

校
　
　
内

校
　
　
外

専
　
　
任

兼
　
　
任

                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

授業科目等の概要

（医療専門課程理学療法学科）令和3年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

○
理学療法特論
Ⅱ （ 症 例 検
討）

前期科目である地域理学療法学Ⅰで学習し
た内容を活かして、模擬症例を通した地域
理学療法実践に必要なスキルの向上を目的
とした講義を行う。理学療法士に求められ
るアセスメントとケアプランニングの視点
および方法論を踏まえた上で、提示する模
擬症例について個人およびグループワーク
を通して、問題解決策を議論していく。対
象者の生活場所、ニーズ、社会背景や利用
可能な社会資源の把握など、対象者を一生
活者としてとらえる視点を学び、ディス
カッションを通してよりよい方策を導き出
せるよう講義を展開する。

4
後

30 1 ○ ○ ○

○
理学療法特論
Ⅲ（理学療法
トピックス）

臨床総合実習で培った専門的能力を基に、
種々の分野における理学療法の実際や関連
する医療・保健・福祉についての学術的見
聞を広め、理学療法を様々な視点から考え
る。学外より講師を招いて開講する。

5
後

30 1 ○ ○ ○

○
地域リハビリ
テーション学

昨今、理学療法士の職域は拡大し、医療分
野のみならず保健・福祉領域における活躍
が期待されている。そして、少子高齢化に
直面している現在、理学療法士の活動の場
を病院内にどどまらせず、施設や在宅で生
活する虚弱高齢者や身体に障害を有してい
る者、肢体不自由児などに向けられること
は非常に大きな意味を持つ。そのため、理
学療法士として、地域リハビリテーション
活動について理解しておくことは重要であ
る。そこで、本授業では本邦の高齢社会に
おける現状・課題等を把握するとともに、
地域活動に関する制度・手法・役割等につ
いて理解し、地域活動に対する意識・資質
の向上を目的とする。

3
前

30 1 ○ ○ ○
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○
地域リハビリ
テーション演
習

同時期の開講科目である地域リハビリテー
ション学で学習する内容を基に、地域にお
ける保健・医療・福祉サービスの内容を知
る。そこで、実際に理学療法士のどのよう
な専門的知識・技術が活用できるのかを考
え、また実践できるように、地域の施設等
に出向いて実習を行う。実習では、見学や
サービス活動への参加を通して参加者と交
流を深め、どのようなニーズの下でサービ
スが展開されているのかを知ること、どの
ような課題があるのかをとらえることが重
要である。

3
前

15 1 ○ △ ○ △ ○

○
地域理学療法
学

地域リハビリテーション活動において理学
療法士が担う職責は大きい。一方でその期
待も大変大きいものであるが、期待に応え
るためには実践能力が問われる。地域理学
療法学Ⅰでは、地域リハビリテーション活
動のなかで理学療法士が実際にどのように
活動を展開するのかについて、活動場面別
に講義を展開する。介護保険サービスにつ
いては、地域包括支援センターとの関わり
や、介護支援専門員との連絡・調整は重要
である。また、その他各サービスの位置付
けにより異なる対象者ニーズを的確に把握
し、ニーズ達成のために理学療法士のどの
ような知識と技術を提供すればいいか、も
しくは求められるのかについて講義を進め
る。

3
前

30 1 ○ ○ ○

○ 見学実習Ⅰ

1年次に医療機関における1週間の見学実習
を行う。理学療法士の仕事について理解す
ること、また医療従事者としての態度を身
につけることを目標とする。

1
後

45 1 ○ ○ ○ ○

○
見 学 実 習 Ⅱ
（訪問・通所
リハ）

4年次に訪問リハビリテーション施設と通所
リハビリテーション施設における1週間の見
学実習を行う。この実習を通して地域包括
ケアシステムの理解や他職種連携の具体例
について理解していく。

4
後

45 1 ○ ○ ○ ○
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○ 臨床評価実習

2年次に医療機関もしくは福祉施設における
3週間の実習を行う。理学療法士として必要
な情報の収集から障害像の把握、そして問
題点の抽出までを範囲とする。この実習を
通して理学療法評価のプロセスと基本的評
価技術を系統的かつ段階的に経験し、障害
評価の基本的理解と実践力を身につける。

2
後

135 3 ○ ○ ○ ○

○
臨床総合実習
Ⅰ

治療技術習得のための臨床実習の3年次開講
分である。医療機関もしくは福祉施設にお
ける7週間の実習を1回行う。学内外で修得
した知識と技術を、実習の対象者に応用
し、将来理学療法士として対象者に接する
際に必要な基本的知識・技術・態度を身に
つける。

3
後

315 7 ○ ○ ○ ○

○
臨床総合実習
Ⅱ

4年次に医療機関もしくは福祉施設における
10週間の実習を行う。学内外で修得した知
識と技術を、実習の対象者に応用し、将来
理学療法士として対象者に接する際に必要
な基本的知識・技術・態度を身につける。

4
前

450 10 ○ ○ ○ ○

　92科目 20単位(140単位)

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。
２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

１学年の学期区分 2学期
１学期の授業期間 35週(通年)

（留意事項）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

合計


